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いろいろな手続き・制度
て つづ せい ど

54

2

こども

こども家庭センター

離婚届は、本籍地またはそれ以外の市町村役場に提出します。

詳しくは窓口へお尋ねください。

協議離婚話し合い

離婚調停

離婚裁判

きょう ぎ り こん

調停離婚
りていちょう こん

審判離婚
りぱんしん こん

裁判離婚

離婚できない

りばんさい こん

協議離婚が成立しないときに、家庭裁判所に

調停を申し立てる。離婚に伴う親権、養育

費、財産分与なども一緒に取り決めが可能。

（費用等は家庭裁判所にお尋ねください）

戸
　
籍

こどもの氏（名字）の変更

こども

こ

110円
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こ

こ

間接強制 直接強制

養
育
費
・
年
金

こども家庭課

40-7254離婚によってひとり親となられる方のために、養育費に関する公正証書

などの作成経費や養育費保証契約の本人負担額を助成します（対象経費

の全額、それぞれ上限５万円）。

※申請に必要な書類など、詳しくはホームページをご覧ください。

〈申請に際しての留意事項〉

　・申請時の状況により受給資格を審査しますので、支給されないこと

　 があります。

　・本制度を今回利用される場合、今後は利用できません。（一人一回限り）

　・公正証書等を作成した日又は養育費保証契約を締結した日の翌日から6か月以内に申

　 請が必要です。

◇公正証書等作成支援

　養育費に関して、公正証書等を作成する際に要する本人負担費用等を助成します。

  対象経費

　・公証人手数料令に定められた公証人手数料（養育費に関する部分のみ対象）

　・家庭裁判所の調停の申し立てや裁判に要した収入印紙代（養育費に関する部分のみ対象）

　・添付書類のうち戸籍謄本や住民票の写し等の公的書類の取得費用

◇養育費保証支援

　養育費に関して、保証会社と養育費保証契約を締結する際の初回本人負担費用（保証料）を

助成します。

  対象経費

　養育費の取決めの対象となる児童について初めて保証会社と養育費保証契約を締結す

る際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費

かく ほ し えん じ ぎょうひいくよう

養育費確保支援事業

年額831,700円＋子の加算（R７年４月分から）

遺族年金が支給される場合には、児童扶養手当の全部または一部を受給できません。

父母

寡父母

239,300 79,800

厚生年金の被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで

初診の日から５年以内に死亡したとき等に支給されます。

○　配偶者

○　子、孫

　（18歳到達年度の末日を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害

　　等級１・２級の者）

○　夫、父母、祖父母については、55歳以上であること（60歳から支給）
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国民年金保険料 月額　17,510 円（Ｒ７年度）

〔免除・納付猶予制度〕

〔学生納付特例制度〕

※どちらも10年以内に追納しなければ、将来受け取る年金額は少なくなります。
※承認を受けた翌年度から3年目以降は支払う保険料に加算額が上乗せされます。

前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が免除または猶予されます。

学生で本人所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

〔産前産後期間の免除制度〕

出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除さ
れます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３か月前から６か月間の
国民年金保険料が免除されます。
保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反
映されます。

A さんが加入する年金制度の移りかわり

・分割を受けた配偶者が年金を受給するには、配偶者自身の受給開始年齢や受給要

件を満たすことが必要です。

・国民年金は分割の対象になりません。

離婚した場合に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を夫婦間で分割することが

できます。

【請求・問い合わせ先】

佐賀年金事務所（佐賀市八丁畷町１-３２）　電話 0952-31-4191

国民年金の種類

そ
の
他
手
続
き

佐 賀 駅 バスセンター

駐 車 場

公
園

JA

〒iスクエア
ビル

コムボックス
佐賀駅前

佐賀市役所

朝日生命
ビル7階

佐賀税務署に確認してください。

51

24

所得税申告が必要
な方

①②以外の方

前年中の収入が給
与収入のみの方

②

③

①
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（または65歳〜74歳で一定の障がいがあり、申請により後期

高齢者医療広域連合の認定を受けた人）

◇後期高齢者医療保険料：前年中の所得等によって計算された額を年金天引き・納付書・口座振

替により支払います。

あなたの父、母などが「健康保険」「共済組合」「船員保険」に加入している（被保険者である）

場合、一定の条件を満たせば、あなたは父、母などの被扶養者となることができる場合があり

ます。詳しくは加入している医療保険に確認しましょう。

一部が

75歳以上の方

基本手当

教育訓練給付

育児休業給付

健康保険

共済組合

船員保険

国民健康保険

後期高齢者医療制度

５月　生活支援講習会
　　　（家計管理・支援制度）

ひとり親家庭への支援制度について、
県の担当者が説明します。家計管理に
ついては、１級ファイナンシャルプラ
ンナー・社会保険労務士の先生がライ
フプランについて説明されます。

７月

１１月 コスモスひとり親カフェ
（いろいろな問題のおしゃべり会）

イベントのお知らせ・お役立ちページ
し やく だ


